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令和６年能登半島地震被災者向け無料法律相談データ集計及び分析結果（第２次分析） 

 

第１ 集計及び分析の趣旨並びに対象 
 
１ 本集計及び分析の趣旨 

地震被災地に甚⼤な被害をもたらした令和６年９⽉能登豪⾬の発⽣から１年が
経過しようとしている。今般、令和６年能登半島地震発災後初期の⾦沢弁護⼠会
が対応した⾯談相談及び２０２５年（令和７年）に⾏われた電話及び⾯談相談の
データを追加収集したので、先般公表した第１次分析に追加し、主に２０２５年
（令和７年）に⼊ってからの相談内容の傾向等を分析し、報告する。1 

 
２ 本集計及び分析の対象とした相談データ 
（１）期間  ２０２４年（令和６年）１⽉１１⽇〜２０２５年（令和７年）７⽉

１２⽇受付分まで 
        ※相談実施⽇と相談データ受付⽇は異なることがある。 
 
（２）件数  総相談件数３，２４８件（電話相談２，４２２件、⾯談相談８２６

件）、うち災害関連相談件数 合計 ３，１１９件 
※災害関連相談件数とは、総相談件数から相談内容「災害と関連

なし」及び「分類不能」を除いた件数である。 
 

 なお、上記件数は、各弁護⼠会が実施した相談のうち、①相談結果の記録⽅法
を⽇弁連情報収集クッカーとしている相談事例（２０２５年（令和７年）７⽉１
⽇受付分まで）、②⾦沢弁護⼠会が２０２４年（令和６年）１⽉１０⽇から同年
２⽉６⽇までの間に対応したコールバック式電話相談の相談事例、③富⼭県弁護
⼠会が同年１⽉９⽇から２０２５（令和７年）７⽉１２⽇までの間に対応した⾯
談相談及びコールバック式電話相談の相談事例の件数である。 

 
 
第２ 本集計及び分析の結果 
 
１ 相談者の被災時の住所・被災場所2 

 
1本集計及び分析の⽅法は、以下ＵＲＬに掲載の第１次分析と同様である。 
「令和６年能登半島地震被災者向け無料法律相談データ集計及び分析結果【第１次分析】 ２
０２５年（令和７年４⽉）」 
https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/shinsai/2401_noto.html 
2 後掲４⾴「相談者の被災時の住所・被災場所」 
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令和６年能登半島地震被災者向け無料法律相談データ集計及び分析結果（第２次分析） 

 

⽯川県の被害に関する相談が全体の８割を占めており、⽯川県の中では、令和
6 年能登半島地震に加え令和６年９⽉能登豪⾬でも被災した地域（輪島市、七尾
市、珠洲市、能登町、⽳⽔町及び志賀町）及び⾦沢市を被災場所とする相談が多
い。 

富⼭県では⾼岡市が５６．３％、次いで富⼭市、氷⾒市の相談が多い。富⼭県
弁護⼠会が現地相談会を継続的に開催してきた、液状化被害の地域等である。 

新潟県については、そもそも収集済みの相談事例の絶対数が少ないが、新潟市
が８割以上、そのうち液状化被害の著しい⻄区の相談が８割を占めている。 

 
２ 相談内容の傾向 
（１）全期間を通じた傾向3 

２２に分類した相談類型4のうち、全期間を通じて、最も相談が多いのは公的
⽀援制度に関する相談であり、次いで⼯作物責任・相隣関係、所有不動産に関
する相談が多い。他には、相続、既往の借⼊⾦に関する相談が続く。 

⼯作物責任・相隣関係に関する相談は、地震発⽣直後には⼤変多く寄せら
れ、いったん減少するが、発災から１年以上後にむしろ増加している。5 

公的⽀援制度中では、建物の解体に関する相談が突出して多い。２０２５年
（令和７年）６⽉までに多くの⾃治体で公費解体申請期限が到来する中、依然
として相続登記未了や所有者不明建物の処分に関する相談が⽬⽴っている。6 

 
（２）発災から 1 年経過後の傾向 

各相談事例の具体的内容を⾒ると、同じ相談類型に分類される事例であって
も、初期の相談とは内容の異なる相談事例が増加している。7 

罹災証明書・住家被害認定については、⾃治体の申請受付は終了した中、修
理⼯事等で改めて建物内部の損傷を認識し、これから罹災証明や再調査を求
め、修理に対する⽀援を受けたいという相談が寄せられた。 

公費解体の進展に伴い、解体⼯事によって隣家を毀損した責任に関する相談
（相隣関係）や、解体・修理等の⼯事結果に関する相談が増加した。 

 
3 後掲５⾴「相談内容の傾向」 
4 分類の詳細については、第１次分析の「（別表）相談類型及び⼩類型並びにその各定義」
（25/33 ⾴以下）を参照。 
5 後掲６⾴「相談内容の全体に占める割合・３か⽉ごとの推移」 
6 後掲７⾴「公的⽀援制度に関する相談の⼩類型・３か⽉ごとの推移」 
7 後掲８⾴「相談類型ごとの内容分析」 
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令和６年能登半島地震被災者向け無料法律相談データ集計及び分析結果（第２次分析） 

 

発災後締結の契約では、能登地⽅の被災住宅を解体等の⼯事業者の居住⽤に
賃貸する契約に関して、複数の相談が寄せられた。 

住まいや⽣活再建の選択が具体化してくる段階にあって、住宅再建の資⾦
調達に関する相談（新たな融資、公的⽀援制度−⽀援⾦）、固定資産税や贈
与税等の税⾦に関する相談、既往の債務に関する相談（⾃然災害債務整理ガ
イドラインの⼿続）が増えている。 

新たな不動産の取得に関する⼿続や建築制限等の相談もある（発災後の契
約、所有不動産）。仮設・公営住宅の⼀時使⽤期限が迫り、転居先に関する
相談が寄せられた⼀⽅（公的⽀援制度−仮の住まい）、最近は災害公営住宅
に関する制度について尋ねる相談も寄せられ始めている（公的⽀援制度−そ
の他）。 
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相談者の被災時の住所・被災場所
相談者数

新潟市 86.7% 65

⽷⿂川市 1.3% 1

都道府県 （⼈） 妙⾼市 1.3% 1

⽯川県 80.2% 2,545 五泉市 1.3% 1

富⼭県 16.5% 524 上越市 4.0% 3

新潟県 2.4% 75 佐渡市 1.3% 1

その他 0.9% 47 南⿂沼郡 湯沢町 1.3% 1
新潟県 «⾃治体不明» 2.7% 2

合計相談者数 0

災害関連相談数から都道府県不明の数を除いた。 0
新潟市 0

被災時は２０２４年１⽉１⽇を基準とする。 北区 0.0% 1

東区 0.0% 1
中央区 7.7% 1
江南区 0.0% 3
秋葉区 0.0% 0
南区 0.0% 1
⻄区 84.6% 0
⻄蒲区 7.7% 0

合計相談者数 0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
85

相談者数
0
0
1
0
0
0
11
1
13

12.0%

16.2%

0.8%

23.9%

14.7%

0.6%

1.9%

1.3%

0.4%

0.3%

0.6%

0.0%

1.0%

2.0%

0.2%

4.2%

0.7%

0.0%

1.7%

6.2%

9.4%

0.2%

1.9%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

⾦沢市
七尾市
⼩松市
輪島市
珠洲市
加賀市
⽻咋市

かほく市
⽩⼭市
能美市

野々市市
能美郡 川北町
河北郡 津幡町
河北郡 内灘町

河北郡 <⾃治体不明>

⽻咋郡 志賀町
⽻咋郡 宝達志⽔町

⽻咋郡 <⾃治体不明>

⿅島郡 中能登町
鳳珠郡 ⽳⽔町
鳳珠郡 能登町

鳳珠郡 <⾃治体不明>

⽯川県 «⾃治体不明»

被災時の住所〔⽯川県〕

富⼭市 18.3%

⾼岡市 56.3%

⿂津市 0.2%

氷⾒市 14.9%

⿊部市 0.2%

砺波市 0.2%

⼩⽮部市 3.4%

射⽔市 4.2%

中新川郡 ⾈橋村 0.2% 中新川郡 上市町 0.4% 中新川郡 ⽴⼭町 0.2%

下新川郡 ⼊善町 0.2%
被災時の住所〔富⼭県〕

富⼭市

⾼岡市

⿂津市

氷⾒市

⿊部市

砺波市
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射⽔市

中新川郡 ⾈橋村

中新川郡 上市町

中新川郡 ⽴⼭町

下新川郡 ⼊善町

新潟市 86.7%

⽷⿂川市 1.3%

妙⾼市 1.3%

五泉市 1.3%

上越市 4.0% 佐渡市 1.3%

南⿂沼郡 湯沢町 1.3%

新潟県 «⾃治体不明»

2.7%

被災時の住所〔新潟県〕

新潟市

⽷⿂川市

妙⾼市

五泉市

上越市

佐渡市

南⿂沼郡 湯沢町

新潟県 «⾃治体不明»

中央区 7.7%

⻄区
84.6%

⻄蒲区 7.7%

被災時の住所〔新潟市内〕

北区
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中央区

江南区

秋葉区

南区

⻄区

⻄蒲区
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相談内容の傾向

＊ ＊＊
相談類型 類型数ベース 各類型数
所有不動産 14.60% 595

所有⾃動⾞・船舶等 0.17% 7
預貯⾦・株式等の資産 0.34% 14

⼟地の賃貸借 1.50% 61
建物の賃貸借 4.79% 195

⼯作物責任・相隣関係 16.89% 688
既往の借⼊⾦ 7.73% 315
発災後の融資 0.96% 39
債権回収 0.15% 6
保険 1.79% 73

労働問題 0.96% 39
悪質商法・消費者被害 0.07% 3
その他の契約問題 4.49% 183
親族間の問題 1.82% 74

相続 10.41% 424
刑事関係 0.12% 5

外国⼈特有の問題 0.00% 0
税⾦ 2.18% 89

公的⽀援制度 28.01% 1,141
復興事業 0.05% 2
その他 2.97% 121

災害との関連が乏しい相談 3.04% 124
＜分類不能＞ 0.12% 5

類型数合計 4,203
災害関連類型数 4,074 ＊＊＊

＊類型数ベース％＝各類型数／類型数合計×100
＊＊類型数とは、各相談類型に該当する相談の件数。1件の相談が複数の相談類型を含むことがある。
＊＊＊災害関連類型数とは、類係数合計から「災害との関連が乏しい相談」及び「分類不能」を控除した数。

上位16類型を表⽰
相談類型 類型数ベース

公的⽀援制度 28.01%
⼯作物責任・相隣関係 16.89%

所有不動産 14.60%
相続 10.41%

既往の借⼊⾦ 7.73%
建物の賃貸借 4.79%

その他の契約問題 4.49%
税⾦ 2.04%
保険 1.94%

親族間の問題 1.82%
⼟地の賃貸借 1.30%
労働問題 0.96%

発災後の融資 0.96%
預貯⾦・株式等の資産 0.34%
所有⾃動⾞・船舶等 0.17%

債権回収 0.15%
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親族間の問題

相続
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外国⼈特有の問題
税⾦

公的⽀援制度
復興事業
その他

災害との関連が乏しい相談
＜分類不能＞

相談内容の傾向〔各類型に該当する相談件数〕
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所有不動産
相続

既往の借⼊⾦
建物の賃貸借

その他の契約問題
税⾦
保険

親族間の問題
⼟地の賃貸借

労働問題
発災後の融資

預貯⾦・株式等の資産
所有⾃動⾞・船舶等

債権回収

相談内容の傾向〔上位１６類型の割合〕
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相談内容の全体に占める割合・３か⽉ごとの推移 ※⾊付きは各期の10％以上

2024年 2025年
相談類型 1⽉−3⽉ 4⽉−6⽉ 7⽉−9⽉ 10⽉−12⽉ 1⽉−3⽉ 4⽉−6⽉

所有不動産 11.6% 15.2% 16.9% 14.5% 16.4% 17.4%
所有自動車・船舶等 0.1% 0.2% 0.1% 0.5% 0.0% 0.0%
預金・株等の資産 0.5% 0.1% 0.4% 0.5% 0.0% 0.0%
土地の賃貸借 1.1% 1.0% 1.8% 1.9% 3.4% 0.7%
建物の賃貸借 5.8% 4.2% 6.1% 3.9% 1.1% 2.6%

工作物責任・相隣関係 22.6% 13.9% 10.9% 13.9% 6.9% 12.0%
既往の借入金 7.7% 9.4% 5.6% 7.8% 5.8% 8.2%
新たな融資 0.6% 1.3% 0.4% 0.7% 2.8% 1.7%
債権回収 0.2% 0.1% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0%

保険 2.1% 1.7% 0.9% 3.0% 1.0% 0.7%
労働問題 1.3% 0.3% 0.3% 0.9% 3.1% 0.0%

悪質商法・消費者被害 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0%
その他の契約問題 3.6% 3.8% 4.1% 8.6% 3.2% 7.2%
親族間の問題 1.5% 1.8% 1.2% 1.4% 3.4% 2.4%

相続 7.3% 11.8% 12.2% 11.1% 13.0% 8.7%
刑事関係 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.6% 0.0%

外国人特有の問題 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
税金 2.0% 1.5% 2.9% 2.3% 2.3% 2.7%

公的支援制度 27.9% 27.9% 26.3% 22.2% 27.3% 27.3%
復興事業 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3%
その他 2.3% 3.6% 4.9% 1.4% 2.5% 4.1%

災害と関連なし 1.7% 2.0% 4.0% 4.8% 6.9% 4.0%
＜分類不能＞ 0.0% 0.0% 0.7% 0.4% 0.0% 0.0%

参考：各期の類型数合計（100％） 1,696 944 536 392 329 287 （単位：件）

以下のグラフでは、各期の類型数の規模及び各相談類型に該当する件数の推移を⽰した。

2024年 1⽉−3⽉
2024年 4⽉−6⽉
2024年 7⽉−9⽉
2024年 10⽉−12⽉
2025年 1⽉−3⽉
2025年 4⽉−6⽉
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相談類型・類型数の３か⽉ごとの推移

2024年 1⽉−3⽉ 2024年 4⽉−6⽉ 2024年 7⽉−9⽉ 2024年 10⽉−12⽉ 2025年 1⽉−3⽉ 2025年 4⽉−6⽉

類型数ベース（各四半期の実類型数を反映）
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公的⽀援制度に関する相談の⼩類型・3か⽉ごとの推移 ※⾊付きは各期の10％以上

2024年 2025年
公的⽀援制度内の⼩類型 1⽉−3⽉ 4⽉−6⽉ 7⽉−9⽉ 10⽉−12⽉ 1⽉−3⽉ 4⽉−6⽉

罹災証明書 8.6% 6.3% 8.5% 6.7% 3.4% 4.6%
住家被害認定 16.8% 15.7% 8.1% 9.6% 1.8% 9.1%
⽀援⾦ 11.2% 11.3% 18.0% 10.4% 7.7% 18.4%
建物の修理 7.0% 3.8% 4.9% 3.9% 6.7% 9.0%
建物の解体 24.6% 41.1% 40.8% 40.6% 51.0% 29.9%
建物の修理か解体かを検討中 2.1% 3.0% 2.4% 2.7% 1.6% 1.1%
がれき・⼟砂等の撤去 0.7% 1.7% 0.4% 2.2% 0.0% 2.4%
⼟地の修復 1.7% 1.1% 1.7% 0.0% 1.7% 6.0%
仮の住まい 5.1% 1.8% 1.2% 6.0% 6.3% 1.1%
災害弔慰⾦・障害⾒舞⾦ 1.4% 1.8% 2.0% 2.0% 7.5% 4.5%
災害援護資⾦ 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
⾃動⾞に関する⽀援 0.8% 0.5% 0.0% 0.8% 1.7% 0.0%
使える制度全般を知りたい 12.5% 3.1% 2.7% 9.2% 4.4% 5.7%
事業者に対する⽀援 2.4% 1.8% 3.4% 0.8% 0.9% 0.0%
その他 4.8% 6.3% 5.9% 5.1% 5.1% 8.2%
参考：各期の⼩類型数合計（100％） 554 290 159 105 96 87 （単位：件数）

以下のグラフでは、各期の⼩類型数の規模及び各⼩類型に該当する件数の推移を⽰した。

2024年 1⽉−3⽉

2024年 7⽉−9⽉
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公的⽀援制度・⼩類型数３か⽉ごとの推移

2024年 1⽉−3⽉ 2024年 4⽉−6⽉ 2024年 7⽉−9⽉ 2024年 10⽉−12⽉ 2025年 1⽉−3⽉ 2025年 4⽉−6⽉

類型数ベース（各四半期の実類型数を反映）
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相談類型ごとの内容分析（主な相談類型）

⑴ 所有不動産に関する相談

6年前に中古で購⼊してリフォームした⾃宅が被災した。隣家と壁を接している住宅であ
り、⾃宅周辺の⼟地は液状化被害。ローンも残っているため、修理して住み続けるしかな
いと思っていたが、周辺は全て⽴ち退くということで、転居を検討すべきではないかとの
助⾔を受けた。転居等を含めてどうしたらよいか、相談したい。（2025年2⽉）

⾃宅建物の公費解体をして更地にし、仮設住宅で過ごしている。建て直しをする余⼒もな
いので、できれば⼟地を誰かに譲り、固定資産税の負担を逃れたい。⼟地は亡くなった祖
⽗の名義になっている。どうすればよいか。また、市から寄付の希望があるかという問合
せもあり、希望があることを回答した。（2025年6⽉）

亡⽗名義の実家を相続放棄したが（他の相続⼈も相続放棄済み）、⾃宅の⽼朽化が進み、
隣地住⺠に迷惑がかからないように、屋根⽡の補修等⼿⼊れをしている。このまま⾃分が
⾃宅の修繕をすることに問題はないか。（2025年5⽉）

震災で全壊の認定を受けた⾃宅を、道路⼯事の業者が⻑期滞在⽤に貸してほしいと⾔って
きている。貸すより売却した⽅がよいのではとも考えている。（2025年2⽉）

⾃宅を再築した。整地されて宅地になっている⼟地上に、建築確認申請を⾏った上で、建
物を建てたところ、後から「農業振興地域」だと⾔われた。現在、農業振興地域の除外申
請中。（2025年6⽉）
⾃宅が被災したので、取り壊した。同じ場所で再築するに当たって、⼯務店から、「⼟地
の⼀部に⾚道（⾥道）があるため、建てられない」と⾔われている。どうすればよいか。
（2025年6⽉）

不動産の処分・
保存 36.5%

共有不動産の処分
44.7%

区分所有権 1.8%

境界 4.3%

⼯事の瑕疵 3.3%

売買の瑕疵 2.3%

その他 6.8%
＜分類不能＞ 0.2%

所有不動産

不動産の処分・保存
共有不動産の処分
区分所有権
境界
⼯事の瑕疵
売買の瑕疵
その他
＜分類不能＞
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⑵ ⼯作物責任・相隣関係に関する相談

隣地上の建物を公費解体した際、⾃宅建物等の⼀部が損壊した。解体業者等に損害賠償等
を請求したいがどうしたらよいか。（2025年5⽉）
隣地に植わっている⽊の枝葉が越境しており、相⼿に⾔っても切ってくれない。過去に
は、枝葉のせいで⾃分の所有建物の屋根が傷ついてしまったこともある。どう対応すべき
か。（2025年6⽉）

隣の家屋が、⾃分の家の⽅へ倒れ込んできそうになっている。市に相談したところ、建物
の持ち主に対し、現状の写真と、公費解体が可能である旨の書⾯を半年に１回程度は送付
しているとのことだが、何の返信もないようである。今後どうしたらよいか。（2025年3
⽉）
⼟蔵を公費解体するに当たり、隣の建物の所有者から、解体⼯事によって隣の建物を損傷
させた場合、修理費⽤を賠償する旨の誓約書に署名するよう要求され、これに応じた。そ
の後、公費解体の⼯事によって、隣の建物の外壁を⼀部損傷させてしまった。誓約書どお
り賠償に応じる意向だが、隣の建物の所有者から、⼯事に関係ないと思われる個所の補修
や、元々使⽤されていた部材よりグレードの⾼い部材を使⽤して補修することを求められ
て困っている。（2025年5⽉）

妨害排除・予防 36.1%

損害賠償
43.2%

営造物責任 2.0%

墓⽯の倒壊 5.5% その他
13.2%

⼯作物責任・相隣関係
妨害排除・予防

損害賠償

営造物責任

墓⽯の倒壊

その他

損害賠償（既発⽣） 34.2%

損害賠償（未発⽣） 7.7%

損害賠償（不明） 1.3%

損害賠償の内訳（請求権発⽣有無）

損害賠償（既発⽣）

損害賠償（未発⽣）

損害賠償（不明）
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⑶ 既往の借⼊⾦に関する相談

＊GLとは「⾃然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」

⑷ 新たな融資に関する相談

旅館を営んでおり、震災前にコロナ融資を受けていた。1⽉1⽇の地震で旅館が全壊し、公
費解体中。解体後に平屋建ての旅館を再建計画中であるが、新たな借⼊れについては4分
の1の負担で済む「なりわい再建⽀援補助⾦」を利⽤したい。ただ最⼤債権者からは、⾃
然災害債務整理ガイドラインを利⽤すると、なりわい補助⾦による融資は利⽤できないと
⾔われた。もう⼀つの信⽤⾦庫では、利⽤できると⾔われた。（2025年1⽉）

震災で家が全壊し、仮設住宅に住んでいる。家を建て直したいが、資⾦⾯などどうしたら
よいか。保険が下りて⼀定の預貯⾦はある。（2025年6⽉）

⾃然災害債務整理ガイドラインのことを知らずに（既存ローンの債権者からも案内されず
に）、発災後にリフォームのためのローンを新たに組んでしまった。そのような場合、ガ
イドラインによる債務整理はできないのか。（2025年5⽉）

住宅ローン 31.2%

リフォームローン
4.2%

⾃動⾞ローン 8.2%

事業性ローン 9.2%
その他の借⼊⾦

8.2%

保証債務 1.0%

債務種別不明 1.0%

GLの⼿続に関する相談
35.4%

⾦融機関から
の相談 0.4%

その他
1.3%

既往の借⼊⾦
住宅ローン

リフォームローン

⾃動⾞ローン

事業性ローン

その他の借⼊⾦

保証債務

債務種別不明

GLの⼿続に関する相談

⾦融機関からの相談

その他
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⑸ その他の契約問題に関する相談

⑹ 相続に関する相談

⾃宅建物が、地震と豪⾬災害で半壊の被害に遭った。建物の登記名義は亡⽗で、亡⽗の相
続⼈には、⺟・兄・相談者がいる。しかし、兄が解体に同意しない。他⽅で、公費解体の
申請期限は3⽉末に迫っている。どうしたらよいか。（2025年1⽉）

半壊認定を受けた建物を、解体業の会社に作業員らの居住⽤として賃貸した。当初から賃
料⽀払は遅れていたが、今年から賃料の⽀払がされなくなり、会社に連絡も取れなくなっ
た。（2025年4⽉）

⾃主解体を、近所から紹介された業者に頼んで⾏ったが、依頼したとおりの作業結果に
なっていない。契約書はない。（2025年6⽉）

公費解体は終了し仮設住宅に住んでいる。ある中古物件に住みたいのだが、購⼊しように
も前住⼈が財産放棄してしまって、名義⼈が宙に浮いている状態。裁判所を使わずに、簡
単に不動産を取得する⽅法はないのか。（2025年5⽉）

発災前締結の契
約における危険
負担 8.7%

発災前締結の契約に
おけるその他の問題

27.9%

発災後の契約に
関する問題 63.4%

その他の契約問題

発災前締結の契約にお
ける危険負担

発災前締結の契約にお
けるその他の問題

発災後の契約に関する
問題

相続⼿続に関す
る相談 35.4%

相続登記未了不
動産に関する相

談 59.1%

親族が⾏⽅不明
の場合に関する
相談 1.1%

その他 4.2%
＜分類不能＞ 0.2%

相続
相続⼿続に関する相談

相続登記未了不動産に関す
る相談
親族が⾏⽅不明の場合に関
する相談
その他

＜分類不能＞
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⑺ 公的⽀援制度に関する相談

現在公営住宅の⼀時使⽤中だが、⼊居の期限が迫っている。⺟が市内の病院への通院を希
望しており、富⼭県内で転居先を探しているが、⾒つからない。（2025年1⽉）

蔵が損壊した。被災証明は出たが、当初、蔵は公費解体の対象外と市から⾔われた。最近
になって蔵も対象になる場合があることを知ったが、市から申請期限が過ぎていると⾔わ
れた。（2025年7⽉）

復興公営住宅に関する制度について聞きたい。（2025年6⽉）

⾃宅が準半壊の認定を受けたが、ブルーシートをかけてあった屋根を⼯事業者に確認して
もらったところ、すべて直す必要があると⾔われた。準半壊では修理費がほとんど出ず、
どうしたらよいか。（2025年5⽉）
解体の同意書⾯にサインする前に、町・解体業者が勘違いをして⾃宅を解体してしまっ
た。そのため、仏壇等含む家財を持ち出すことができなかった。町・解体業者は⾮を認
め、⾦銭的に解決するしかないと⾔って、賠償⾦額の提⽰を求めてきている。（2025年6
⽉）

能登にある親の家を公費解体したいと連絡があり、すぐに⾒に⾏ったが、既に解体されて
しまっていた。市役所に問い合わせたところ、⼿違いだった、調査票も貼り忘れていたと
⾔われた。無事だった2階も壊されてしまった。（2025年3⽉）

7.3%

13.5%

12.3%

5.9%

33.9%

2.3%

1.0%

1.7%

4.0%

2.1%

0.2%

0.6%

7.9%

1.9%

5.3%

0.1%
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罹災証明書
住家被害認定

⽀援⾦
建物の修理
建物の解体

建物の修理か解体かを検討中
がれき・⼟砂等の撤去

⼟地の修復
仮の住まい

災害弔慰⾦・障害⾒舞⾦
災害援護資⾦

⾃動⾞に関する⽀援
使える制度全般を知りたい

事業者に対する⽀援
その他

＜分類不能＞

公的⽀援制度 類型数ベース

12 / 12




